
 

 
 
 
 
 
 
 

令 和 ２ 年 ４ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 
 

 日 時  令和２年４月２８日（水）午前１０時００分～午前１１時２０分     
 

 

場 所 

 

扶桑町立高雄小学校 
 

 

出席者 

 

教育長       澤木貴美子 

   

生涯学習課長      仙田剛宏 

教育長職務代理者  加藤髙周  文化会館長       小川健 

                教育委員      柴田しず 学校教育担当主幹兼指導主事 

教育委員      千田まち子   

 

 

                   田口人士 

教育次長兼学校教育課長    

    

 

 学校教育課主幹        池田聡        

               志津野郁 学校教育指導員        大澤外美 

      

         
 

 
   

 

 

 

議 題 

 

 

及 び 

 

 

結 果 

 

２ 協議事項 

 

 

（１）令和２年度４月要・準要保護児童生徒の認定について    承認                

承認 

 

  （２）後援依頼について                    承認 

  （３）当面の諸課題について 

  

    

３ 連絡事項  

 （１）行事予定表について              

 

  

４ その他   

  

 

 

 

 

  
 

                                        



 

 

 

 

令和２年４月定例教育委員会会議録 

 

日時 令和２年４月２８日（水） 

午前１０時００分 

場所 扶桑町立高雄小学校 

１ あいさつ 

 

２ 協議事項   

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

教育次長 

 

 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

 はじめに（１）令和２年度４月要・準要保護児童生徒の認定について

お願いします。 

それでは別紙１をご覧ください。今回の申請は、小学校新１年生の児

童１５名と、３月・４月の申請児童生徒１３名です。認定要件区分につ

きましては、それぞれ記述説明の通りです。３月定例教育委員会で認定

されました児童７５名に今回の申請児童をあわせますと９８名。また、

生徒につきましては今回の申請で６８名から７３名になります。児童数

の内訳は柏森小学校３７名、高雄小学校３８名、山名小学校１０名、扶

桑東小学校１３名の９８名です。また、生徒数の内訳は、扶桑中学校が

４４名、扶桑北中学校が２９名、合計が７３名となります。以上説明さ

せていただきましたが、認定よろしくお願いします。 

ご質問等よろしかったでしょうか。ないようですので、それでは、た

だいまの件につきまして、ご承認いただけますでしょうか。 

 はい。 

 続きまして、（２）後援依頼についてお願いします。 

 新規の申請２案件出ています。①「はたらく人にありがとう」メッセ

ージ募集についての申請が出ております。［①の説明］ 次に②愛知さ

くらライオンズクラブ結成１５周年記念事業「わくわくコンサート」中

部フィルハーモニー交響楽団と、４市２町の小中学生との合同演奏会に

ついての申請です。［②の説明］ 

後援依頼について説明がありました。ご質問はありますか。ないよう

ですのでご承認いただけますでしょうか。 

 はい。 

 次に（３）当面の諸課題についてお願いします。 



教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙、扶桑町教育委員会４月当面の諸課題をご覧ください。 

 「ともに支えあい、学びあい、未来へつなぐ扶桑の人づくり」を基本

理念として取り組みます。［以下、内容説明］ 

１．扶桑町教育委員会 

扶桑町教育委員会事務局人事につきまして、会の前に自己紹介があり

ましたので省略します。 

本年度、学校運営協働協議会と地域協働本部を立ち上げ、本格的に始

動していきたいと思います。扶桑町の未来を担う子供たちのためにも検

討し進めてまいりますが、地域協働本部につきましては、早急に推進委

員を集めて検討していきたいと思っています。 

次に中学校教科用図書採択です。扶桑町教育委員会として、７月に教

科書採択の採決をしなければなりませんので、６月定例教育委員会終了

後、教科書展示会場であります江南市の図書館へ出向き、教育委員の皆

様に展示の教科書を見ていただきたいと思います。 

丹葉地方教育事務協議会の事務局は江南市から犬山市になりました。

２年間、犬山市が事務局担当になりますのでご承知ください。 

今年度４月の扶桑町の小中学校児童生徒在籍数が確定しましたので

お伝えします。［各小中学校の始業式在籍数の説明］合計２，９０４名

の児童生徒数です。昨年と比べてわずかに減ったのが柏森小学校と高雄

小学校だけです。全体で２５名の増加になります。 

２．学校教育 

今年の特色あるキーワードであります。新型コロナ感染症対応につい

て、予測不能なため創意工夫しながら、「ピンチをチャンスに変える＋

地域とともにある学校」をキーワードに進めていきます。 

新型コロナ感染拡大を受け、教育委員の皆様には相談・連絡をしなが

ら、当初県から４月８日からの学校休業要請で４月２０日学校再開を予

定し、小中学校の入学式は縮小して実施し、始業式は工夫して、教科書

配布と８日からの学校休業に対して課題等の説明としました。さらに４

月１０日に県からは緊急事態宣言が発令され、学校休業を延長し５月７

日学校再開としました。そのため、４月２０日から５月７日学校再開に

向け、ホームページ等で学習課題等、指示連絡を進めてきましたが、各

家庭の学習環境や学校との連絡について保護者の不安の声もありまし

た。また、４月２４日には、重ねて学校休業要請があり６月１日学校再

開を予定しているところです。４月当初より、その具体的な対応につい

てその都度、校長先生方に集まっていただき協議検討を重ねてきまし

た。４月２７、２８日には副教材を小学校では保護者に中学校では生徒

に配付し、学級担任との連絡指示もできています。また、学校休業中、



２週間スパンの町内共通家庭学習ができるよう教師が分担して学習資

料を作成し、各校で紙ベースですが５月１１日には配付できるよう準備

しています。また、家庭での規則正しい生活のために時間割のモデル案

を示すなどこの事態でできることを啓発もしています。今後、マスコミ

等で取り上げられているオンラインでの学習やＧＩＧＡスクール構想

実現に向けた動きも視野に入れながら、扶桑町でできることも考えてい

こうと思っています。 

３．生涯学習 

 新型コロナ感染症対応で、今後、各施設閉館延長や催事の中止もあり

ます。よろしくお願いします。 

４．報告・連絡事項 

丹葉地方教育事務協議会も、新型コロナ感染症対応のため協議会は中

止になりました。その前に開催される幹事会・教育長会で協議承認され

ました内容について報告します。①学校教育研究委員会委員の委嘱、②

教科指導員の委嘱、③令和２・３年度研究委嘱校は、岩倉東小学校と犬

山中学校、④教科用図書採択の流れについては、先ほど説明したとおり

です。よろしくお願いします。 

尾張教育事務所も異動がありました。横並所長さん、後藤次長兼総務

課長、中山第１課長、高雄小学校から土本先生が指導主事として出向さ

れました。研究等研究委嘱で扶桑町に関しては、県委嘱として、扶桑中

学校が中学校キャリアスクールプロジェクト未来。中学校キャリアスク

ールプロジェクト（毎年）扶桑中学校・扶桑北中学校。扶桑町の委嘱と

して、令和２年度から３年間、高雄小学校に、続いて令和３年度から２

年間、事務協の研究委嘱も加わります。よろしくお願いします。 

学校給食共同調理場運営委員会が６月３０日（火）１１時から扶桑町

学校給食共同調理場での実施予定でいますので教育委員の皆様の出席

をお願いします。 

全国学力・学習状況調査も新型コロナ対応で中止になりました。 

先日の町長選挙により町長さんがかわりました。予定していました総

合教育会議は、延期になります。会議について新町長と話し合いをもっ

て、総合教育会議が開催されます。会議につきましては、教育委員の皆

さんからご意見をいただきますのでよろしくお願いします。 

最後に、本年度５月からの学校訪問につきましては、子供が学校にい

ませんので帳簿点検のみになりました。子供たちが学校に戻ってきまし

ても授業風景は見てもらいますが帳簿点検のみということになります。

教育委員の皆様につきましては、予定どおり学校訪問していただき、校

長の今年度の経営方針や教頭先生はじめ四役等新メンバーの紹介もあ



ります。緊急支援教室の様子や授業風景も参観していただきますのでよ

ろしくお願いします。 

 私からは、以上です。 

［当面の諸課題の内容について、①学校と保護者との連絡方法 ②登校

方法 ③家庭での課題学習 ④夏季休業中における授業日 ⑤行事

の精選 ⑥教育課程 ⑦校庭開放 ⑧学校図書館の図書貸し出し等 

今後の校長会での協議内容も含めて確認する。］ 

 

３ 連絡事項 

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育次長及び

各課長 

次に移りたいと思います。（１）行事予定についてお願いします。 

別紙３をご覧ください。［別紙３にて行事説明。各小中学校の修学旅

行、野外学習・自然教室について追加説明する。］ 

 

４ その他 

発言者 発言の要旨 

指導主事 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

 その他、何かありますか。 

 その他ということでご報告させていただきます。昨年度２月の定例教

育委員会で３月の議会に提案させていただくということで承認をいた

だきました２つの件につきましてお願いします。 

 １つは、扶桑町学校教育施設建設基金の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について、扶桑町は現在、基金を設けて学校教育施

設の整備を進めておりますが、学校教育施設建設の次に事業及び建設に

伴う設備整備並びに維持補修を加え、今後、設備整備並びに維持補修が

できるように範囲を拡げるよう条例改正を試みましたが、３月議会で否

決となりました。そのため基金としましては、従来どおり学校教育施設

建設に限るということになります。 

 ２つめは、扶桑町教育員会事務局組織規則の一部改正についてです。

教育員会事務局の組織を学校教育課と生涯学習課の２課にするという

ことで提案させていただきましたが、この件につきましても否決という

ことで、従来どおり現行の学校教育課と生涯学習課、文化会館の３課と

いうことになっております。 

 以上、２つの件につきましては、従来どおりということですのでご承

知ください。 

 その他何かございますか。ないようですので、４月定例教育委員会を

閉会します。 



 


